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   福祉用具貸与に関わる重要事項について、以下に明記します。サービスご依頼に際し、 

ご理解の上ご了承を頂くよう、何卒お願い致します。 

 

1 事業所の概要 

事業所名 指定福祉用具 グッドライフレンタル 

種類 介護予防福祉用具貸与 

事業所番号 ３４７１５０９７４９ 

所在地 広島県福山市今町３番１０号 

電話 （０８４）９２３－１２７０ 

 

2 営業時間 

営 業 日 月曜日 ～ 金曜日 

休 日 
 土曜日 日曜日 および 祝祭日 お盆（８／１３ ～ ８／１５） 

 年末年始（１２／３１ ～ １／３） 

営業時間  ９時 ～ １８時 

 

3 事業の目的 

事業者は、本契約が適切な福祉用具を用いてその心身の機能を補い、居宅において自立した日常生活を

営むことができるように援助することを目的として、介護予防福祉用具貸与を提供するものとします。 

 

４ 事業の方針 

①事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏

まえた適切な福祉用具の選定の援助・取り付け・調整等を行い、介護予防福祉用具を貸与すること

により、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとします。 

②事業の実施に当たっては、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。 

③事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町、介護予防支援事業者、その他保健医療サービス

及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。 

④介護保険法及び関連する法律を遵守し、施行規則の運営基準にのっとり事業運営を行います。 

⑤利用者の自立の支援や、介護者の介護負担の軽減になるような介護予防福祉用具を選定し、有効に

活用されるよう利用者の立場に立って提供します。 

⑥常に清潔かつ安全で正常な機能を有する介護予防福祉用具を貸与します。 

⑦自ら提供するサービスの質の向上を目指し、常にその評価を行うと共に、評価に基づく改善を図り 

 ます。 

⑧サービス供給量に見合う充分な福祉用具専門相談員を配置し、研修等による資質の向上に努めます。 

⑨他の関連する在宅サービスとの連絡調整を密にし、利用者本人の選択に合致する用具の提供に努め

ます。 

⑩利用者からの苦情に適切に対応できるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 



５ 事業所従業者の体制 

   （１）管理者      福祉用具専門相談員１名（常勤） 

      管理者は事業所の管理及び業務の管理を一元的に行います。 

   （２）専門相談員等   福祉用具専門相談員 2 名以上（2 名以上の内 1 名管理者と兼務） 

      福祉用具専門相談員は利用者に適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行います。 

 

６ 通常事業の実施地域 

福山市、府中市 

 

７ 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法 

 

a 相談受付 

 ・介護予防支援事業者からくる場合 

 ・利用者、又はその家族からくる場合 → 介護予防支援事業者に紹介 

 ・その他提携契約先からくる場合 

    b 介護予防支援事業者（地域包括支援センター職員）との連絡調整 

      ・介護支援専門員、利用者本人、家族等ともに意見交換等を行う。 

    C 福祉用具選定への援助、同意 

      ・利用者本人、家族が介護予防福祉用具を選定するとき、福祉用具専門相談員は利用者の

心身の状況、希望、環境等を考慮に入れ福祉用具が適正に選定され、かつ使用されるよ

うに専門的知識に基づき相談に応じる。 

      ・カタログ等を示して、介護予防福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提

供し、個別の介護予防福祉用具貸与に関する同意を得る。 

      ・介護支援専門員、利用者等と打ち合わせ後、購入日時を決定する。 

    d 搬入 

      ・安全性、衛生状態等に関してチェックされた介護予防福祉用具を搬入する。 

      ・搬入については、リョーキ㈱または㈱日本ケアサプライに委託する。 

    e 組み立て 

      ・取扱説明書の指示通りに組み立てる。 

      ・組み立ては、リョーキ㈱または㈱日本ケアサプライと共同作業で行う。 

    f 調整、説明、確認 

      ・搬入、組み立てた介護予防福祉用具につき、福祉用具専門相談員は利用者の身体状況等

に応じて、介護予防福祉用具の調整を行う。 

      ・利用者本人、家族に介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意点、故障時の対応等を

説明する。またそれらの内容を記載した取扱説明書、しおり等を交付する。 

      ・必要に応じて利用者等に実際に介護予防福祉用具を使用させながら使用方法を指導する。 

      ・最終的に搬入した介護予防福祉用具の適合状況を確認する。 

    ｇ 契約 

      ・利用者本人、または家族に契約者及び使用者を確認し、その契約内容をきちんと説明し

た後、介護予防福祉用具貸与の契約を結ぶ。 

      ・取扱説明済同意書、重要事項説明書兼契約書に署名をもらう。 

    ｈ 自己負担額の徴収 

      ・レンタル利用料の自己負担額は毎月末〆後徴収する。 

      ・２カ月目以降の支払い方法について説明する。 

    ⅰ アフターサービス、利用状況の確認 



      ・必要に応じて利用者の使用介護予防福祉用具の利用状況を電話等で確認する。 

      ・身体状況等の変化があった場合には、現在の介護予防福祉用具でよいか、新たな機種が

必要かどうかアドバイスする。 

      ・故障が発生した場合、利用者に支障を来さないうちに、介護予防福祉用具の修理、調整

を行う。修理、調整で無理な場合は、介護予防福祉用具を取り替える。 

    ｊ 搬出 

      ・搬出は、リョーキ㈱または㈱日本ケアサプライに委託する。 

    ｋ 消毒・補修 

      ・消毒、補修については、リョーキ㈱または㈱日本ケアサプライに委託する。 

    ⅼ 保管 

      ・保管については、リョーキ㈱または㈱日本ケアサプライに委託する。 

  

 

８ キャンセル料について 

   介護予防サービス計画が作成された後にサービス利用を中止される場合には、前日までにすみやかに

所定の連絡先までご連絡ください。 

     【連絡先】 電話 （０８４）９２３－１２７０ 

           FAX （０８４）９２３－７１５６ キャンセル料はいただきません。 

 

９ アフターサービスについて 

   常に利用者及び利用者の家族の状態や環境の変化にあわせて安心して介護予防福祉用具をご利用いた

だく為に、定期的に電話や訪問等によるアフターサービスを行います。料金は無料のサービスです。お

気軽にご相談ください。 

 

１０ 個人情報の取り扱いについて 

    当事業所は、個人情報の取り扱いについて「個人情報保護方針」「個人情報保護規程」等を定め、個

人情報保護管理者の監督下で適切な安全管理措置を継続的に実行します。また苦情の適切かつ迅速な

処理に努めます。 

 

１１ 事故・故障時等の対応について 

  ①万一、故障等が発生した場合には下記にご連絡ください。速やかに、修理・交換等の手配を致します。 

       電話 （０８４）９２３－１２７０      FAX （０８４）９２３－７１５６ 

  ②ご利用者またはそのご家族に対して賠償すべき事由が起こった場合には誠実に対応するとともに金銭

等により賠償致します。円滑に対応させていただく為に、賠償保険にも加入しています。 

  ③事故発生時にはご家族及び利用者に係わる介護予防支援事業所に対しても連絡を入れ円滑な対応を致

します。 

  ④故意又は間違った使い方による故障・破損の場合には、修理代金相当額をご請求させていただきます。 

  ⑤盗難・事故・火災・天変地異等によりレンタル商品が減失（修理不能も含む）した場合代替商品の購

入代金相当額をご請求させていただきます。 

 

１２．介護保険外での取り扱いについて 

    介護保険施設や医療施設に入所または入院した時、要支援認定で自立と判断された時には、介護保

険を利用しての福祉用具の貸与を受けることができません。レンタル料金の金額が利用者及び利用者

の家族のご負担になりますので、このような場合には早急に、（０８４）９２３－１２７０までにご連

絡ください。以降のお取り扱いについてご相談させていただきます。 



                様（以下「契約者」という）と医療法人 三宅会（以下「事業者」とい

う）は、指定福祉用具グッドライフレンタル（以下「事業所」という）において、事業者が利用者に対して

行う介護予防福祉用具貸与について、次のとおり契約（以下「本契約という」を締結します。 

 

第1条 （契約の目的） 

事業者は、本契約が適切な介護予防福祉用具を用いてその心身の機能を補い、居宅において自立した

日常生活を営むことができるように援助することを目的として、介護予防福祉用具貸与を提供するも

のとします。 

 

第2条 （介護予防福祉用具貸与） 

１ 本契約において「介護予防福祉用具貸与」とは、事業者が専門知識に基づいて適切な介護予防福祉

用具の選定に関する相談・助言を行い、契約者に応じて選定された介護予防福祉用具貸与種目を賃

貸するサービスをいうものとします。 

  ２ 本契約において「介護予防福祉用具」とは、契約者の生活の機能の維持又は改善を図るために必要

な福祉機器・介護用品をいうものとします。 

 

第３条 （従事者） 

１ 本契約において「従事者」とは、福祉用具専門相談員等、事業者が介護予防福祉用具貸与を提供す

るために従事させるものとします。 

  ２ 事業者は、介護予防福祉用具に関する専門知識を有し、契約者及び介護者等に対して適切な相談・

援助等を行うことのできる従事者を選任し、介護予防福祉用具貸与の提供にあたるものとします。 

 

第４条 （介護予防福祉用具貸与種目の選定・変更、提供の中止） 

１ 事業者は、介護予防福祉用具の選定にあたって、福祉用具専門相談員によって契約者の心身・生活

の状況、介護予防福祉用具の設置場所、使用する環境等について聴取するものとします。 

  ２ 事業者は、前項の聴取に基づいて、契約者又は介護者等に対して適切な介護予防福祉用具について

説明を行い、契約者及び介護者等と協議して介護予防福祉用具を選定します。この場合に、事業者

は必要に応じて契約者の主治医等に助言・指導を求めることができるものとします。 

  ３ 事業者は契約者の要請に応じて、介護予防福祉用具の使用状況ならびに契約者の心身・生活の状況

等を確認するものとします。 

  ４ 前項の結果又は医師・介護予防支援事業者等の助言・指導に基づいて、介護予防福祉用具の変更も

しくは提供の中止の必要があると認められた場合には、事業者は契約者及び介護者等と協議して介

護予防福祉用具の変更、又はその提供を中止するものとします。但し、本契約に基づく介護予防福

祉用具貸与の提供について介護予防サービス計画が作成されている場合には、事業者は介護予防支

援事業者に対して介護予防サービス計画の変更を要請、又は中止するものとします。 

  ５ 契約者及び介護者等は、介護予防福祉用具の選定・変更等に関する主治医・医療機関その他関連機

関との連携（助言・指導等）について、事業者に協力するものとします。 

 

第５条 （契約者、介護者の義務） 

１ 契約者は介護予防福祉用具について定められた使用方法及び使用上注意事項を遵守するものとし、

介護者に定められた使用方法及び使用上の注意事項を遵守させるものとします。 

  ２ 契約者は、事業者の承認を得ることなく介護予防福祉用具の使用変更、加工・改造を行うことはで

きないものとします。 

  ３ 契約者は、事業者の承諾を得ることなく本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し

又は転貸することはできないものとします。 



  ４ 契約者は、転居、入院など、介護予防福祉用具の利用状況の変化があった場合には、速やかに事業

者に通知するものとします。 

 

第６条 （介護予防福祉用具の納品） 

１ 事業者は、介護予防福祉用具を契約者に引き渡すにあたって、従事者によって組立・設置を行い、

介護予防福祉用具の作動具合及び契約者への適合状況を確認するものとします。 

  ２ 事業者は、介護予防福祉用具を契約者に引き渡すにあたって、契約者又は介護者等に対して介護予

防福祉用具の使用方法、使用上の注意事項、故障時の対応等を説明し取扱説明書を交付するものと

します。 

 

第７条 （介護予防福祉用具貸与の種目） 

１ 事業者が提供する介護予防福祉用具貸与の種目は、重要事項説明書のとおりとします。 

  ２ 本契約第４条第３項及び第４項により、事業者が提供する介護予防福祉用具に変更又は中止があっ

た場合には、前項の内容を変更し、介護予防福祉用具貸与を提供するものとします。 

 

第８条 （介護予防福祉用具の修理・交換） 

１ 契約者は、本契約に介護予防福祉用具と異なる機種が納品され、または使用中の介護予防福祉用具

について故障・破損が発生したことを発見した場合には、速やかにこれを事業者に通知し、事業者

は当該介護予防福祉用具について修理又は交換を行うものとします。 

  ２ 前項の修理・交換に伴う費用は原則として事業者が負担するものとします。 

    但し、契約者側の事情により介護予防福祉用具の交換・変更を希望する場合、又は契約者もしくは

介護者等が事業者もしくは従事者の指示・説明に反して介護予防福祉用具を使用したため故障破損

が発生した場合には、この費用は契約者が負担するものとします。 

 

第９条 （帳票類の保管） 

事業者は、契約者に対する介護予防福祉用具貸与の実施について記録を作成し、契約完了後２年間

は保管するとともに、契約者もしくは代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交

付するものとします。 

 

第１０条 （安全衛生） 

 事業者は、介護予防福祉用具貸与の提供のために準備した介護予防福祉用具及びその消毒・補修点

検・運搬について、安全衛生をふまえて適切な管理を行うものとします。 

 

第１１条 （守秘義務） 

1 事業者及び従事者は、契約者及びその家族の同意を文書で得ない限りその業務上知り得た契約者、

又はその家族の秘密を漏らさないものとします。 

  ２ 事業者は、従事者が退職後、在職中知り得た契約者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必

要な措置を講じるものとします。 

  ３ 事業者は、契約者又はその家族の個人情報を用いる場合は、当該本人及びその家族の同意を文書で

得ない限り、従事者に契約者又はその家族の個人情報を用いさせないものとします。 

 

第１２条 （介護予防福祉用具貸与の開始） 

事業者が、本契約により提供する介護予防福祉用具貸与の開始日は、契約日とします。 

 

 



第１３条 （介護予防福祉用具貸与利用料金） 

１ 介護予防福祉用具貸与利用料金の計算は、１ヵ月単位とします。但し、開始月と終了月の介護予防

福祉用具貸与利用料金は次のようになります。 

① 介護予防福祉用具貸与開始月の利用料金 

・ 契約日がその月の１５日以前の場合 ： 月額利用料の１ヶ月分 

・ 契約日がその月の１６日以降の場合 ： 月額利用料の半月分 

② 介護予防福祉用具貸与終了月の利用料金 

・ 解約日がその月の 15 日以前：1 ヶ月分の半月分 

・  解約日がその月の 16 日以降：1 か月分の全額 

※ただし、レンタル開始と終了同じ月内に行なわれた場合の利用料は、1 ヶ月分全額とする。 

 

その他の費用 

   ａ. 事業の実施地域内への搬入・搬出料については、利用料に含まれるものとする。 

   ｂ. ただし、次の場合は搬入・搬出にかかった費用を実費請求する。 

     ・ 搬入・搬出の際、特別な作業や措置が必要な場合。 

・ 離島への搬入・搬出の場合、運送料は、時価による料金を徴収する。 

 実施地域以外への搬入・搬出の場合。通常の事業の実施地域を越えた地点から路程１

km 当たり時価による料金を徴収する。 

・ 契約期間中に、転居等契約者の都合により商品の移動を行なう場合。 

 

第１４条 （契約者による途中解約） 

１ 契約者は介護予防福祉用具が不要となった場合には、契約の有効期間中であっても、本契約を解

約することができるものとします。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の１週間前ま

でに事業者に通知するものとします。但し、契約者の入院等、契約を継続することができない特

別な事情が生じた場合には、通知日をもって本契約を解約することができるものとします。 

２ 前項の場合に、契約終了月について既に支払われたサービス利用料金は返還されないものとしま

す。 

 

第１５条 （契約の解除） 

１ 契約者は、事業者が以下の事由に該当する場合には本契約を解除することができるものとします。 

①事業者が正当な理由なく本契約に定める介護予防福祉用具貸与を実施せず、契約者の請求に

もかかわらずこれを実施しようとしない場合。 

②事業者が第１１条に定める守秘義務に違反した場合。 

③事業者が、契約者、もしくは介護者等の生命・身体・財産・信用等を傷付け、又は著しい不信行

為を行なうなど本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 

④事業者が破産した場合。 

 

２ 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができるものとしま

す。 

①契約者による利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、事業者の相当期間を定めた催告にもかかわ

らずこれが支払われない場合。 

②契約者もしくは介護者等が第５条に定めた義務に違反し、又は著しい不信行為を行うなど、本契

約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 

③介護予防福祉用具の利用場所が事業所の通常の事業の実施地域外へ移転する場合。 

３ 前項第１号及び第２号の場合には、契約者は、契約が終了する利用月について所定の利用料金を



事業者に支払うものとします。また、前項第３号の場合には、契約者は、契約解除日までの掛金

算定方式に応じて所定の利用料金を事業者に支払うものとします。 

４ 本条第３項による解約に際しては、契約者の心身の状況や、その置かれている状況を踏まえ、介

護支援専門員や市町への連絡、その後の必要な援助を行うものとします。 

 

第１６条 （契約の終了） 

契約の有効期間中、以下の事由が生じた場合には、本契約は終了するものとします。 

① 契約者が死亡した場合。 

② 地震、火災等の天災その他契約者の責に帰すべからざる事由により介護予防福祉用具が焼失また

は破損し使用できなくなった場合。 

③ 契約者の要介護認定区分が自立又は要介護と認定された場合 

 

第１７条 （介護予防福祉用具の回収） 

１ 事業者は、本契約の終了又は介護予防福祉用具の交換・変更等により契約者から介護予防福祉用具

の回収依頼を受けた場合には、速やかに介護予防福祉用具を回収するものとします。 

  ２ 前項の場合には、契約者は、契約終了日までの料金算定方式に応じて所定の利用料金を支払うもの

とします。 

  ３ 介護予防福祉用具の利用場所が事業者の通常の事業の実施地域外にある場合には、契約者は事業者

に別途費用（回収料金等）を支払うものとします。通常の事業の実施地域を越えた地点から路程１

ｋｍ当たり時価による料金を徴収します。 

 

第１８条 （事業者の損害賠償責任） 

事業者は、介護予防福祉用具の故障・欠陥により、もしくは介護予防福祉用具貸与の実施にともな

って又は第１１条に定める守秘義務に違反して、契約者又は介護者等の生命・身体・財産・信用等

を傷付けた場合には、その損害を賠償するものとします。 

 

第１９条 （損害賠償がなされない場合） 

介護予防福祉用具貸与の実施にともない発生した損害であっても、以下の事由に該当する場合には、

事業者は損害賠償義務を負わないものとします。 

① 契約者が、疾患・心身状態及び福祉用具の設置・使用環境等、福祉用具の選定に必要な事項に

ついて故意にこれをつけず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した

場合。 

② 契約者の急激な体調の変化等・事業所の実施した介護予防福祉用具貸与を原因としない事由に

起因して損害が発生した場合。 

③ 契約者もしくは介護者等が、事業所及び従事者の指示・説明に反し又は第５条第２項の定めに

反して行った行為に起因して損害が発生した場合。 

④ 損害が事業者の責に帰すべからざる事由によって生じた場合。 

 

第２０条 （相談・苦情対応について） 

①事業者は、利用者からの苦情・相談等に対する窓口を設置し、福祉用具貸与に関する利用者の苦

情・要望に対し迅速かつ適時に対応し、サービス向上・改善に努めます。 

②苦情があった場合には、担当者が相手方に連絡を取り詳しい事情を把握するとともに、苦情関係 

者からも事情を確認します。 

事業所の窓口 

管理者：安木 恵美子 

広島県福山市今町 3 番１０号 

℡：０８４－０２３－１２７０ 



 

 

福山市保健福祉局長寿社会 

応援部介護保険課 

広島県福山市東桜町３番５号 

℡：０８４－９２８－１７８２ 

広島県国民健康保険団体連合会 

介護保険課調査指導係 

広島市中区東白島町１９番４９号 

℡：０８２－５５４－０７８３ 

府中市社会事務所 

介護福祉係 

広島県府中市広谷町９１９-３ 

℡：０８４７－４３－３４５０ 

 

第２１条 （契約者の損害賠償責任） 

事業者は、契約者の故意又は過失（第５条第１項及び第２項に定める義務の違反を含む）によって

介護予防福祉用具が紛失した場合、又は破損・著しい汚損等が認められた場合には、契約者に対し

て補修もしくは弁償相当額の支払いを請求することができるものとします。 

 

第２２条 （契約当事者の変更等） 

事業者は、契約者に対し、本契約の締結に際してあらかじめ親族等を代理人とし、契約者が契約の

有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合にも継続して事務を行うこと、又

は、契約者が契約の期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合には、契約者を代

理人等に変更することを求めることができるものとします。 

 

第２３条 （協議事項） 

本契約に疑義が生じた場合、又は本契約に定められていない事項が生じた場合には、契約者と事業

者は誠意をもって協議の上、解決に努めるものとします。 

 

第２４条 （契約期間・更新） 

本契約は３ヶ月単位とします。但し、毎月末１週間前までに契約者から契約終了の申し入れがない

場合には、この契約は同じ条件で更新されるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

上記の契約を証するため、本書 2通を作成し、利用者、事業所が署名のうえ 1通ずつ 

保有するものとします。 

 

契約締結日         年    月    日 

 

【利用者】 

           住所                                 

 

 

 

           氏名                           

 

署名代行 

 

           利用者との関係 

                                        

 

           住所                                 

 

 

           氏名                           

 

 

【事業者名】 

             医療法人 三宅会 指定福祉用具グッドライフレンタル 

             理事長    三宅 晴夫    

             管理者    安木 恵美子             

 

【契約書説明者】 

             指定福祉用具グッドライフレンタル 

             氏名 

 

                                         

【事業所名】 

             広島県福山市今町 3番 10号 

             指定福祉用具グッドライフレンタル （指定番号 3471509749） 

 


